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「ふるさと納税制度」に関する取組について 
 
 
１ 「ふるさと納税制度」の概要 
 
   「ふるさと」に対し貢献や応援をしたいという納税者の思いを実現する観点から、地

方税法の改正により、地方自治体に対する寄付金税制が見直されました。 

これにより、平成 20 年分の寄付から、都道府県・市区町村への寄付金のうち 5,000 円

を超える金額について、おおむね個人住民税所得割額の１割を上限として、確定申告を

することにより、寄付当年分の所得税が還付され、寄付翌年度分の住所地の個人住民税

の軽減を受けることができるようになりました。 

 
 
２ 本市の取組について 
 
（１）キャッチフレーズ 

 あなたの「ご縁」を“ながの”に結んでみませんか？  
    ･･･第四次長野市総合計画に定める本市の都市像が「～善光寺平に結ばれる～ 人と

地域がきらめくまち“ながの”」ですので、本市とゆかりのある方々（本市出身

の方、転勤や学生で住んでいた方、観光で訪れた方など）に、「ふるさと納税制

度」を活用していただき、その「ご縁」を新たにしていただきたいとの願いを込

めたものです。 
 
（２）寄付金の受入れ基金の創設 
   ～善光寺平に結ばれる～ “ながの”ふるさと応援基金 
    ･･･６月市議会で、「長野市ふるさと応援基金条例」議決 
 
（３）応援メニュー 
   寄付に際し、寄付金の活用先を以下の７つのメニューから選択していただきます。 

○「めざせ！金メダル！」…オリンピックとスポーツのまちづくり 

○「牛に引かれて善光寺参り」…歴史や文化財をいかしたまちづくり 

○「山あおく・水清き・ふるさと」…森林保全や環境にやさしいまちづくり 

○「おらほうへ、よってけさ」…中山間地域での交流活動や特産品づくりなど 

○「世界に羽ばたけ！長野っ子」…未来を担う子どもたちの人材育成など 

○「ふるさとの父・母へ」…高齢者が地域で安心して暮らせる環境づくり 

○「おまかせコース」…上記メニューや市長が選定する政策などへの配分 



 
 

（４）寄付の方法 

寄付のお申し出をされた方から、寄付申込書を提出いただいた後、払込用紙により金

融機関で払込みいただくか、または現金書留により送金していただきます。 
  

（５）寄付金の管理・活用方法 
  寄付金は、応援メニューごとに台帳管理をし、基金に積み立てます。その後、寄付金

額がまとまったところで、基金を取り崩し、メニューごとに該当する事業へ配分します。

配分にあたっては、長野市総合計画審議会に報告させていただくことを予定しています。 

なお、基金は、「ふるさと納税制度」の導入に伴い、今年度から設置したものですので、

今年度から１年間は基金へ寄付金を積み立て、平成 22 年度の事業から寄付金を活用させ

ていただく予定です。 

 

（６）主なＰＲの方法 
  ○本市ホームページ（http://www.city.nagano.nagano.jp/）のトップページへ「ふるさ

と納税のご案内・ながのふるさと応援サイト」（ＰＲサイト）の設置 

  ○長野オリンピック記念長野マラソン大会（４月 20 日開催）で、参加者（約 8,000 人）

にＰＲチラシの配布 

  ○ＪＲ長野駅構内の市観光情報センター、道の駅、市役所本庁舎・支所窓口などにＰＲ

チラシの配置 

  ○市東京事務所による、首都圏在住の本市関係者やふるさとＮＡＧＡＮＯ応援団（本市

に縁のある首都圏で活躍されている各界の著名人で構成）等へのＰＲ 

  ○広報ながの（８月１日号）への制度紹介記事の掲載  

                                    

（７）担当窓口 
○制度の推進に関すること（制度のＰＲ、寄付金の受付など）･･･企画政策部企画課 

○寄付税制に関すること･･･財政部市民税課 

 
 
【添付資料】 
  ○長野市「ふるさと納税制度」のご案内（ＰＲチラシ） 
  

http://www.city.nagano.nagano.jp/


おまかせコース

長野市
「ふるさと納税」
（寄付）のご案内

長野市は、歴史・文化・自然などをいかした「魅力づくり」と「元気づくり」に取り組んでいます。本市
にゆかりのある方や思い出のある方、関心のある皆様方には、そのご縁を新たにしていただき、是非
とも“ながの”を応援くださいますようお願い申し上げます。

※「ふるさと納税制度」は、「ふるさと」に貢献したいという納税者の思いを実現するため、応援したい自治体への寄付を通
じて、その寄付額の一定限度を居住地の住民税などから控除できる制度です。平成20年3月現在、国が制度の詳細を
検討中ですので、詳しく決まり次第ホームページでご案内します。

おまかせコースをお選びいただいた場合は、上記のメニューの他、
市長が選定する政策などに配分させていただきます。

◆長野市に寄付をされると、「ふるさと納税制度」※によりお住まいの自治体の住民税と所得税の
　控除が受けられます。

寄付金はこのように活用します 応援したいメニューをお選びください

長野マラソンなどスポーツ大会の開
催支援／世界で活躍できるジュニア
選手などの育成・強化／地域のプロ
スポーツクラブ育成・支援　など

オリンピックとスポーツのまち
めざせ！金メダル！

森林の間伐促進など豊かな森づくり
と水源の保全／動植物など自然環
境の保護／太陽光発電など自然エ
ネルギーの活用　など

森と空と地球にやさしいまち
山あおく・水清き・ふるさと

中山間地域の山里の魅力づくり／都
市と農村の交流活動の推進／りん
ご、おやき、そば等の特産品づくり／
グリーンツーリズム　など

素朴さと人情の里
おらほうへ、よってけさ！

善光寺の世界遺産登録に向けた取
組／善光寺門前町、城下町松代など
歴史的な景観や街並みの保存・整備
／文化財の保存・継承　など

歴史と文化財のまち
牛に引かれて善光寺参り

日本を担う人材、国際社会で活躍で
きる人材の育成／特色ある教育内
容の充実／地域でのびのびと育つ
環境づくり　など

未来を担う子どもたち
世界に羽ばたけ！長野っ子

介護予防や介護サービスの充実・基
盤整備／高齢者の生きがいづくり・
健康づくり／ボランティアや地域活動
への支援　など

安心して暮らせるまち
ふるさとの父・母へ



ご寄付いただく方法

ご寄付のお申し込み

①寄付のお申し込み
・この用紙の下の欄をご記入いただき、長野市役所企画課にファックスまたは郵送してください。
　（ホームページからも申込書をダウンロードできます。）

③送付された「払込用紙」か、「現金書留」でお支払い。
・長野市役所から送付する「払込用紙」で、所定の金融機関にてお振込みください。
・「現金書留」の場合は下記窓口宛てにご郵送ください。（郵送料等は別途ご負担願います）

※ご記入いただいた個人情報は、この寄付金に関する事務以外に使用することはありません。
※ご不明の点は、お問い合わせください。

〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市役所 企画課
【電話】026-224-5010　　　　　【Eメール】kikaku@city.nagano.nagano.jp
【FAX】026-224-5103　　　　　【ホームページ】　http://www.city.nagano.nagano.jp/

②長野市役所から「払込用紙」を送付いたします。

ファックスの場合：長野市役所 企画課　　FAX番号　026－224－5103

ご郵送の場合：〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地　長野市役所 企画課

・寄付をいただいた後、税金の控除等に必要な「寄付証明」を送付させていただきます。
・寄付金の活用結果については、ホームページ等で随時ご紹介していきます。

◆以下をご記入いただき、長野市役所企画課あてにこの用紙をFAXまたはご郵送ください。

■ご住所

■寄付申出金額 ■寄付金の活用を希望するメニュー
（ご協力いただける表面のメニューひとつに○印をお願いします）

私は、長野市へ以下のとおり寄付を申し出ます。

■お名前

■電話番号（　　　　）－（　　　　）－（　　　　　　）

■ファックス番号

円
1　めざせ！金メダル！
2　牛に引かれて善光寺参り
3　山あおく・水清き・ふるさと
4　おらほうへ、よってけさ！
5　世界に羽ばたけ！長野っ子
6　ふるさとの父・母へ
7　おまかせコース

①寄付のお申し込み

③お振込み

②払込用紙を送付

ファックスまたはご郵
送いただいた後、長野
市役所から寄付金の
払込用紙を送付させ
ていただきます。

窓口


